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【手続補正書】
【提出日】平成27年3月31日(2015.3.31)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
（ａ）潤滑粘度の油と；
　（ｂ）０．１～２重量％の無灰マンニッヒ分散剤と；
　（ｃ）０．１～２重量％の無灰スクシンイミド分散剤と；
　（ｄ）潤滑剤組成物に対して０．０１～０．１２重量％の硫酸灰分を組成物に運ぶ量の
金属含有清浄剤と
を含み、
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　該スクシンイミド分散剤が、少なくとも４０重量パーツパーミリオンの窒素原子を潤滑
剤組成物に与える、潤滑剤組成物。
【請求項２】
前記マンニッヒ分散剤が、ポリイソブテン置換されたフェノールと、ホルムアルデヒドま
たはホルムアルデヒドの反応性等価体と、ジメチルアミンとの反応生成物を含む、請求項
１に記載の潤滑剤組成物。
【請求項３】
前記スクシンイミド分散剤が、ヒドロカルビル置換された無水コハク酸またはその反応性
等価体と、ポリエチレンポリアミンとの縮合生成物である、請求項１または請求項２に記
載の潤滑剤組成物。
【請求項４】
前記スクシンイミド分散剤は、全塩基価が、油を含まないものを基準として、少なくとも
７０である、請求項１～３のいずれかに記載の潤滑剤組成物。
【請求項５】
前記スクシンイミド分散剤は、窒素含有量が、油を含まないものを基準として、少なくと
も３重量％である、請求項１～４のいずれかに記載の潤滑剤組成物。
【請求項６】
前記マンニッヒ分散剤と前記スクシンイミド分散剤の重量比が８０：２０～２０：８０で
ある、請求項１～５のいずれかに記載の潤滑剤組成物。
【請求項７】
前記金属含有清浄剤が、過塩基性スルホネート清浄剤、過塩基性フェネート清浄剤、過塩
基性サリチレート清浄剤、または過塩基性サリキサレート清浄剤である、請求項１～６の
いずれかに記載の潤滑剤組成物。
【請求項８】
前記金属含有清浄剤が、過塩基性カルシウムフェネート清浄剤を含む、請求項１～７のい
ずれかに記載の潤滑剤組成物。
【請求項９】
前記金属含有清浄剤は、前記潤滑剤組成物の全塩基価の少なくとも０．１を担う、請求項
１～８のいずれかに記載の潤滑剤組成物。
【請求項１０】
前記潤滑剤組成物に含まれるリンの量が、０～０．０５重量％である、請求項１～９のい
ずれかに記載の潤滑剤組成物。
【請求項１１】
前記リンの量は、１種類以上のジアルキルジチオリン酸亜鉛によって提供される、請求項
１０に記載の潤滑剤組成物。
【請求項１２】
内燃機関を潤滑する方法であって、請求項１～１１のいずれかに記載の潤滑剤組成物を該
内燃機関に供給する工程を含む、方法。
【請求項１３】
前記内燃機関が２ストロークサイクルエンジンである、請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
前記内燃機関は、電力出力が１５０ｋＷ（２０１馬力）未満である、請求項１２または請
求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
前記潤滑剤組成物が、液体燃料との混合物として提供される、請求項１２～１４のいずれ
かに記載の方法。
 
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
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【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　開示される技術は、潤滑剤組成物を内燃機関（例えば、２ストロークサイクルエンジン
）に供給する工程を含む、内燃機関を潤滑する方法も提供する。
　一実施形態において、たとえば、以下の項目が提供される。
（項目１）
（ａ）潤滑粘度の油と；
　（ｂ）約０．１～約２重量％のマンニッヒ分散剤と；
　（ｃ）約０．１～約２重量％のスクシンイミド分散剤と；
　（ｄ）金属含有清浄剤と
を含み、
　該スクシンイミド分散剤が、少なくとも約４０重量パーツパーミリオンの窒素原子を潤
滑剤組成物に与える、潤滑剤組成物。
（項目２）
前記マンニッヒ分散剤が、ヒドロカルビル置換されたフェノールと、ホルムアルデヒドま
たはホルムアルデヒドの反応性等価体と、一級アミンまたは二級アミンとの反応生成物を
含む、請求項１に記載の潤滑剤組成物。
（項目３）
前記マンニッヒ分散剤が、ポリイソブテン置換されたフェノールと、ホルムアルデヒドま
たはホルムアルデヒドの反応性等価体と、ジメチルアミンとの反応生成物を含む、請求項
１または２に記載の潤滑剤組成物。
（項目４）
前記マンニッヒ分散剤の量が約０．２～約１．０５重量％である、請求項１～３のいずれ
かに記載の潤滑剤組成物。
（項目５）
前記スクシンイミド分散剤が、ヒドロカルビル置換された無水コハク酸またはその反応性
等価体と、ポリエチレンポリアミンとの縮合生成物である、請求項１～４のいずれかに記
載の潤滑剤組成物。
（項目６）
前記スクシンイミド分散剤は、全塩基価が、油を含まないものを基準として、少なくとも
約７０である、請求項１～４のいずれかに記載の潤滑剤組成物。
（項目７）
前記スクシンイミド分散剤は、全塩基価が、油を含まないものを基準として、少なくとも
約９０である、請求項１～６のいずれかに記載の潤滑剤組成物。
（項目８）
前記スクシンイミド分散剤は、窒素含有量が、油を含まないものを基準として、少なくと
も約３重量％である、請求項１～７のいずれかに記載の潤滑剤組成物。
（項目９）
前記スクシンイミド分散剤の量が約０．２～約１重量％である、請求項１～８のいずれか
に記載の潤滑剤組成物。
（項目１０）
前記組成物中の窒素含有分散剤の合計量が約０．２～約４重量％である、請求項１～９の
いずれかに記載の潤滑剤組成物。
（項目１１）
前記マンニッヒ分散剤と前記スクシンイミド分散剤の重量比が約８０：２０～約２０：８
０である、請求項１～１０のいずれかに記載の潤滑剤組成物。
（項目１２）
前記金属含有清浄剤が、過塩基性スルホネート清浄剤、過塩基性フェネート清浄剤、過塩
基性サリチレート清浄剤、または過塩基性サリキサレート清浄剤である、請求項１～１１
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のいずれかに記載の潤滑剤組成物。
（項目１３）
前記金属含有清浄剤が、過塩基性カルシウムフェネート清浄剤を含む、請求項１～１２の
いずれかに記載の潤滑剤組成物。
（項目１４）
前記金属含有清浄剤は、前記潤滑剤組成物の全塩基価の少なくとも約０．１を担う、請求
項１～１３のいずれかに記載の潤滑剤組成物。
（項目１５）
前記潤滑剤組成物に含まれるリンの量が、０～０．０５重量％である、請求項１～１４の
いずれかに記載の潤滑剤組成物。
（項目１６）
前記リンの量は、１種類以上のジアルキルジチオリン酸亜鉛によって提供される、請求項
１５に記載の潤滑剤組成物。
（項目１７）
請求項１～１６のいずれかに記載の構成要素を混合することによって調製された組成物。
（項目１８）
内燃機関を潤滑する方法であって、請求項１～１７のいずれかに記載の潤滑剤組成物を該
内燃機関に供給する工程を含む、方法。
（項目１９）
前記内燃機関が２ストロークサイクルエンジンである、請求項１８に記載の方法。
（項目２０）
前記内燃機関は、電力出力が１５０ｋＷ（２０１馬力）未満である、請求項１８または請
求項１９に記載の方法。
（項目２１）
前記内燃機関は、電力出力が０．１～１５ｋＷである、請求項１８～２０のいずれかに記
載の方法。
（項目２２）
前記潤滑剤組成物が、液体燃料との混合物として提供される、請求項１８～２１のいずれ
かに記載の方法。
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